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[参考]「公共施設等総合管理計画」(総務省)※との関係 
公共施設等総合管理計画の策定または見直しにあたり、本ガイドライン第１ステップ、第２ステップの一部の検討

を行い、第３ステップに基づきＰＲＥに関する基本的な考え方を整理して取りまとめることもできます。 
※総務省ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html 
 

公的不動産（ＰＲＥ※）の現状 

◆財政悪化 
・急速な人口減少・少子高齢化に伴い、地方財政の
悪化が予想されています。 

 

◆ＰＲＥ老朽化と維持更新コストの増加 
・公共施設の約半数が老朽化しており、今後の地方
財政悪化を考慮すると、現在の公共施設の維持更新
の継続は困難です。    ※ PRE: Public Real Estate 

まちづくりの現状 

◆地方都市の課題 
・この40年間で人口が約２割増加する間にDID面積は
倍増、市街地が拡散してきました。今後の人口減少
下においては、コンパクトシティの推進が必要です。 

 

◆大都市の課題 
・今後、高齢者が急増するため、医療・福祉等に容易
にアクセスできるまちづくりの推進が必要です。 

「多極ネットワーク型のコンパクトシ
ティ」の推進が必要 

生活サービス機能
を誘導する拠点 

居住を誘導する区域 

自治体経営の視点を持った公共施設の再編 
の実施が必要 

ＰＲＥが我が国全体の不動産に占める割合は約１/４と非常に大きく、コンパクトシティ等の推
進のためにはＰＲＥの有効活用が重要であり、そのためには下記のような取組みが必要です。 

 

・将来のまちのあり方を見据えた公共施設の再配置の推進 
・学校跡地等の公有地を活用し、不足する商業施設や医療施設等の民間生活サービス機能を整備 

これまでの自治体の主な取組み 

本ガイドラインにおける記載事項 

多摩市（多摩市施設白書） 
さいたま市 
（さいたま市公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ白書） 等     
（117自治体にて作成 H25.9現在） 

◆都市機能を集約する拠点の設定 
（中心的な拠点、地域の拠点、生活の拠点 等） 
◆各拠点特性に応じて必要とされる都市機能の整理 

第１ステップ 
・まちづくりの方向性 

の整理 

第２ステップ 
・ＰＲＥ情報の整理 

一元化 

第３ステップ 

・ＰＲＥに関する基本的
な考え方の整理 

第４・第５ステップ 
・ＰＲＥの具体的な 
あり方検討 

・個別事業の検討 

都市計画マスタープランの作成 
 （約１４００市町村にて作成済み） 

秦野市（公共施設の再配置に関する方針） 
さいたま市 
（公共施設マネジメント計画（方針編））  等 
  （約１０自治体にて作成） 

秦野市（公共施設再配置計画） 
さいたま市（公共施設マネジメント計画 
（第１次アクションプラン）                           等 

一体で作成 

◆ＰＲＥ配置状況のＧＩＳマップ等による整理 

（都市機能ごとの全施設の配置状況（民間施設を
含む）を示したＧＩＳマップの作成    等 

◆まちの各拠点に必要な都市機能、現在の機能
の配置状況、ＰＲＥの老朽化等の状況を踏まえ
て、各ＰＲＥについて活用の方向性を検討 

◆まちづくりとの連携 
 将来のまちづくりにむけたＰＲＥ活用の方向性  
（公共機能の再配置、民間機能への活用等） 

先進的な自治体では、所有するＰＲＥ情報を整理・一元化し、まちの特性に応じた公共機能の再配置計画
を作成したり、公有地を民間生活サービス機能の整備に活用するなど、将来のまちのあり方を考えた取組み
を行っています。本ガイドラインでは、このような先進的な取組みを広めるため、ＰＲＥをまちづくりに活
用するために検討すべき項目を示しています。 

本ガイドラインの位置づけ 

検討の背景 
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社会福祉施設 

学校 
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昭和５６年以前に建築 昭和５６年以降に建築 

データ出典：総務省消防庁「耐震化推進状況調査」  
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検討項目 

第１ステップ まちづくりの方向性の整理 

第２ステップ ＰＲＥ情報の整理・一元化 

都市の概要や社会経済状況等の都市の現状を把握し、まちづくりへのＰＲＥ活用の前提となる「まちづく
りの方向性」を整理する。 

１．都市の概要把握 
 

・基礎的事項 
 (位置・面積・沿革・交通イン

フラ等) 

・社会経済状況 
 (人口動態・ＤＩＤ地区推移・

財政状況等) 

２．まちづくりのマス
タープランの作成 

 

・生活サービス機能を誘
導する拠点の設定 

(中心拠点・地域拠点等) 
・居住を誘導する区域の

設定 

2010より 
他地区は10～20％程度減少 

人口増加エリアは２地区のみ 

諸機能がオーバーサイズにな
る可能性 

◆今後の地域別人口の推計（栃木県宇都宮市） 

検討イメージ 

・中心市街地 
 熊本城や市役所周辺から熊本駅に至る約415ha 

・地域拠点（15地区） 
 中心拠点から約800m圏 

・生活拠点 
 ・市民自ら地域コミュニティの活動を醸成する場 

 
 
 

中心市街地・地域拠点・生活拠点 （拠点） 

◆まちづくりのマスタープランの例（熊本市） 

・１つの地域拠点が受け持つ生活圏域 

地域生活圏 （エリア） 

１．総量把握 
 

・ＰＲＥ保有状況把握 
 (土地用途別保有量、築年別保

有量等) 

・将来の維持更新コスト
の推計 

 (投資的経費・将来コスト等) 

２．面的把握 
 

・簡易的な整理 
(エクセルを活用した地域実態
マップ等) 

・GISマップによる整理 
(ＧＩＳを活用) 

検討イメージ 

３．個別把握 
 

・ＰＲＥ情報の整理 
(建物情報、利用状況等) 

・現状分析・課題整理 
(利用あたりコスト等) 

◆将来の維持更新コスト（新潟県上越市） 

 

 

◆ＧＩＳマップによる整理 
 (栃木県宇都宮市) 

●市街地エリア 

●郊外エリア 

民間機能の集積度は高い。公共施設
の複合化等の検討が可能。 

行政・民間機能ともに充足している。
小中学校の体育施設活用等を検討。 

◆地域実態マップ（焼津市） 

保有するＰＲＥの総量の把握、エリアごとのＰＲＥ保有量バランスや人口分布とＰＲＥ配置状況を確認す
るための面的な整理、個別ＰＲＥの建物情報や利用状況についての課題整理等を実施する。 

出典：第２次熊本市都市マスタープラン（地域別構想）平成２６年３月策定 



第３ステップ ＰＲＥに関する基本的な考え方の整理 

第４ステップ ＰＲＥの具体的なあり方の検討 

第５ステップ 個別事業内容の検討 

１．現状課題の整理 
 

・財政状況の整理 
 (ＰＲＥ関連コスト等) 

・まちづくりとの整合 
(マスタープランとの整合等) 

２．考え方の整理 
 

・公共サービスのあり方 
・まちづくりとの連携 
・保有量適正化目標設定 

ＰＲＥ再配置の具体的な検討に入る前に大きな方向
性を市民に示す。 

◆さいたま市 
 現状と課題を整理し、大
方針・全体目標・５つの柱
として取りまとめ。 

数値目標 
４０年間で１５％
程度の削減が必要 

これまでに整理したまちづくりのあり方やＰＲＥ情報等に基づき、各ＰＲＥの今後の具体的なあり方を
検討する。 

１．各拠点に必要な都
市機能の整理 

・拠点毎に求められる都市機
能の整理(中心拠点、生活拠
点等) 

２．配置状況の確認 
・対象エリアの都市機能配置
状況、過不足確認 

３．各ＰＲＥ活用検討 
・活用の方向性検討 
(維持・複合化・官民合築等) 

◆各拠点に必要な都市機能の整理 

中心拠点 
医療、商業、業務、文
化交流等が集積し、ま
ちの中心となる拠点  

生活拠点 
日常生活に必要な生活サービ
スが集積する拠点  

地域拠点 
日常生活に必要なサービス機
能に加え、市役所支所等の都
市機能が集積する拠点  

必要施設 

中心拠点 地域拠点 生活拠点 

行政 庁舎 支所 サービスセンター 

集会 市民会館 公民館、童館 集会所、児童館 

福祉 総合福祉センター 老人センター 老人憩いの家 

子育 子育てセンター 保育所 保育所、児童館 

教育 高校 中学校 小学校 

医療 市民病院 病院 診療所 

商業 百貨店等 大型スーパー スーパー等 

金融 銀行、中央郵便局 郵便局 ＡＴＭ 

◆個別ＰＲＥ活用検討 

Ｂ公民館 
(築35年、利用者少・
コスト高) 
→複合化の対象 

Ｄ老人福祉センター
(築30年) 
→複合化の対象 

Ｃ児童館 
(築５年) 
→複合化の対象外 

地域拠点 

・集会機能を持つ施設との複合化を想定し周辺施設を整理 

Ｂ公民館 

Ｄ老人福祉
センター 

Ａ学校 

0 

4,000 

8,000 

12,000 

16,000 

Ｂ
公
民
館

○
○
公
民
館

△
△
公
民
館

□
□
公
民
館

◇
◇
公
民
館

（円／件）

＜維持管理コストの状況＞ 

0 

40,000 

80,000 

120,000 

Ｂ
公
民
館

○
○
公
民
館

△
△
公
民
館

□
□
公
民
館

◇
◇
公
民
館

（人）

＜利用者の状況＞ 

個別建物情報の確認 ・学校と周辺の老朽化した公民
館、老人福祉センターとの複合
化を行い、新たな地域コミュニ
ティの核となる施設を整備。 

第４ステップで検討した各ＰＲＥの活用の方向性に向けて、具体的な事業計画を作成する 
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１．事業内容の検討 
・事業内容検討 
(建物計画、収支計画検討等) 

２．事業手法の検討 
・具体的な事業スキーム検討 
(資金調達、整備手法検討等) 

３．事業協力者選定 
・事業協力者選定手法検討 
(選定手法、審査基準等) 

◆ＰＲＥ活用事例（新潟県長岡市アオーレ長岡） 

（市有地） 

公園 

（市有地） 

ﾅｶﾄﾞﾏ(屋根付き広場) 

厚生会館 
・議会、市民活動 

・市役所（行政） 

・アリーナ 

移転前 移転後 

まちづくりの課題 
→中心市街地の空洞化、にぎわ

いの創出が課題 
市役所庁舎の概要 
→本庁スペースが不足 
→駅から離れている 

中心市街地のにぎわい創出、便利な庁舎配置によ
る高齢化への対応 
・郊外にあった旧市庁舎を中心市街地の厚生会館
跡地に移転 

・アリーナ、ナカドマ（屋根付き広場）、市役所
を一体的に整備 

アリーナ 

議会・ 
市民活動 

市役所棟 
（行政） 

Ａ学校 
(築40年、建替
え対象) 

出典：長岡市資料 
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検討にあたっての留意事項 

①自治体内の体制 ②住民との連携 

③自治体間の連携 ④民間との連携 

まちづくりにＰＲＥを活用するためには、行財政とまち
づくりの双方の視点が必要であり、検討初期段階から各部
門が連携して進めることが望ましい。 

住民との合意形成を進めるには、検討の初期段階から
コミュニケーションを図り、「まちの課題や方向性」に
ついて住民の理解を得ながら進めることが望ましい。 

自治体間でＰＲＥを相互利用することは、利便性の向上
やＰＲＥの削減を図る有効な手段であり、各ステップで周
辺自治体と連携して可能性を検討することが望ましい。 

ＰＲＥの有効活用を検討するにあたっては、検討の初期
段階で民間事業者にヒアリングを行ったり、事業の評価
基準にまちづくりの要素を入れるなど民間と連携して進
めることが望ましい。 

進行調査委員会 

（事務局：行政経営課）外部委
員による進行状況評価 

秦野市行財政改善推進
委員会 
（事務局：行政経営課） 

秦野市公共施設再配置計画推進会議 
（総括責任者：副市長 事務局：公共施設再配置推進課） 

本部会 

シンボル事業 
推進PT 

シンボル事業 
調整WG 

構成員：副市長・教育長・政策部長・市長室
長・財務部長 

チームリーダー：政策部長 
構成員：関係部門の部長クラス 

リーダー：公共施設再配置推進課長 
構成員：関係部門 

調査 

調査 
報告 

連絡調整 

※その他のシンボル事業や公共施設の再配置計画の推進に
関するPTを随時設置 

◆庁内連携を図るため公共施設再配置専任部署を設置 
 （秦野市） 
 

・副市長を総括責任者とし、公共施設再配置専任部署を事
務局とした会議を開催。 

・個々のプロジェクトについて、部長クラスをメンバーと
する推進ＰＴ、担当者による調整ＷＧを設置し検討 

◆公共施設の活用方針についてワークショップを実施し
住民と対話（埼玉県宮代町） 

 

・「公共施設の新しい姿」をテーマに、全体プランの作
成段階から住民を対象としたワークショップを開催
し、意見やアイデアを住民と共有。 

・ワークショップ参加者は無作為抽出した１０００人の
市民の中から希望者を募集し、利用者や関係者に偏ら
ない市民全体の意見を取り入れるよう工夫。（３６名
が参加） 

 

◆県と市が連携し、老朽化した複数の図書館を集約整備 
（高知県・高知市） 

高知県立図書館 

高知市立市民図書館 
高知市立高知点字図書館 

高知子ども科学図書館 

新図書館 

集約・複合化 

・県立図書館と市民図書館を集約して利便性を向上させる
と共に、維持管理コストも低減。 

・県と市が役割分担してサービスを提供。 
（貸出し等は主に市民図書館が実施、レファレンス等の業務は県と
市が共同実施等） 

外観イメージ 
（H２８年度完成予定） 

◆中心市街地の跡地の活用提案にあたり、審査基準にま
ちづくりの要素を追加（岡山市） 

介護付有料
老人ホーム

コミュニティ
施設

スポーツ
クラブ

分譲マンション

賃貸マンション

下石井公園

屋上庭園
立体駐車場

①市のまちづくり
政策への理解 

②施設計画・
技術評価 

③公的土地・施
設利用の評価 

・中心市街地の小学校跡地について、高齢者施設、保育
施設、住宅等の複合施設提案を公募。 

・まちづくりの提案を審査基準に盛り込み、誘導すべき
機能等について民間事業者の多様な提案を生み出した。 

●審査の主な視点 

出典：国土交通省資料 

出典：岡山市ＨＰより作成 

出典：宮代町ＨＰより作成 

出典：秦野市ＨＰより作成 
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